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牧
会
頭
を
本
部
長
に
災
害
対
策
本
部
設
置

一

お
、
中
央
女
部
（
セ
ン
タ
ー
プ

ラ
サ
八
ド
）
、
兵
芹
支
叫
（
神

戸
木
材
会
館
）
、
西
神
戸
支
部

（
ケ
ミ
カ
ル
シ
ュ
ー
ズ
産
業
会

館
）
は
現
在
使
）
不
uJ能
と
な
っ

て
い
る
た
め
、
事
務
所
を
閉
珀

阪
神
大
震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け
ら
れ
た
会
員
事
業
所
の
皆
様
方
に

心
か
ら
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

今
回
の
震
災
て
は
＝
一
万
名
を
超
え
る
死
傷
者
を
数
え
る
と
と
も
に
、

六
甲
以
南
の
市
街
地
は
悉
く
灰
塵
に
帰
し
、
さ
な
が

ら
、
終
戦
直
後
の

よ
う
な
修
状
を
呈
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
港
湾
施
設
や
交
通
機
関
も
壊
滅
的
打
撃
を
受
け
、
神
戸
経

済
も
ま
た
有
史
以
来
最
大
の
危
機
に
瀕
し
て
お
り
ま
す
。

会
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
肉
親
や
従
業
員
を
失
い
、
あ
る

い
は
住
む
家
や
、
事
業
所
を
失
い
、
悲
嘆
と
苦
境
の
さ
な
か
に
あ
る
方
が

多
数
あ
る
こ
と
を
思
い
、
た
だ
た
だ
、
胸
い
た
む
思
い
が
募
る
ば
か
り
て

あ
り
ま
す
。

神
戸
は
、
明
治
の
開
港
以
来
、
阪
神
大
水
害
や
戦
災
な
と
幾
多
の
災

害
を
こ
う
む
っ
て
参
り
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
私
達
の
先
人
は
、

度
重
な
る
厄
災
を
受
け
る
こ
と
に
、
悲
し
み
を
乗
り
こ
え
、
勇
を
鼓
し

て
復
興
に
取
り
組
み
、
昨
日
ま
て
の
殷
賑
た
る
神
戸
を
築
い
て
参
り
ま

し
た
。

こ
の
美
し
い
神
戸
を
む
さ
む
ざ
滅
ひ
さ
せ
る
わ
け
に
は
参
り
ま
せ
ん

。

今
一
度
気
を
取
り
な
お
し
て
一
日
も
早
く
神
戸
を
こ
れ
ま
て
以
上
に
立

県
南
部
地
震
中
小
企
業
総
舎
柏

談
所
」
を
神
戸
巾
産
文
賑
輿
セ

ン
タ
ー
の
」
ハ
階
に
設
け
、
本
所

か
ら
も
経
営
指
導
旦
が
常
引
し
、

相
談
に
渭
た

っ
て
い
る
。
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事
業
用
建
物
被
害
相

談
窓
口
設
置

神
戸
商
工
会
議
所
は
緊
急
災

古
対
珀
の
一
環
と
し
て
、
廷
設

部
会
議
員
会
判
ゃ
関
係
団
体
と

連
携
を
と
り
な
か
ら
、
企
業
と

り
わ
け
中
小
介
楽

（．仰
店
街
、

市
場
な
ど
を
含
む
）
の
店
陣、

車
務
所
、
工
場
な
ど
被
古
を
う

け
た
市
業
川
紐
物
の
危
険
度
調

査
を
は
じ
め
復

111、
複
興
に
閃

す
る
相
談
窓
口
を
設
苫
す
る
。

【
設
置
場
所
】

●
中
央
地
区

「只
叩
瓜
南
部
地

震
中
小
企
業
総
合
川
談
所
神

戸
低
上
会
議
所
コ
ー
ナ
ー
内
ー

神
戸
市
荏
業
振
興
セ
ン
タ

ー
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本
所
で
は
、
地
震
発
仕
後
も
、

貿
易
証
明
発
給
業
務
を
姐
常
通

り
（
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
閃

.-．0
分
ま
で
）
打

っ
て
お
り
ま

す
。
但
し
、
今
般
の
阪
抑
大
衷

災
の
影
轡
て
、
阪
抑
間
の
交
適

が
ま
ひ
状
態
に
な
っ
て
お
り
、

本
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
困
薙
に

な
っ
て
い
る
市
某
所
も
少
な
く

な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
て
、

人
阪
商
工
会
議
所
な
ら
び
に
兵

沖
以
下
の
認
1
会
議
所
に
町
明

発
給
中
務
を
委
託
し
た
鮎
果
、

快
諾
を
勾
る
こ
と
が
で
き
、
発

給
可
能
に
な
り
ま
し
た
の
で
、

遠
隔
地
に
あ
る
本
所
の
貿
易
関

係
証
明

111土叩
登
録
業
者
に
お
か

れ
ま
し
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
本

所
に
辿
絡
の
卜
、
本
所
登
録
証

を
こ
且
参
い
た
だ
き
、
最
寄
り

の
固
丁
会
議
所
で

111訥
手
続
き

を
お
邸
い
い
た
し
ま
す
。

【
貿
易
証
明
に
関
す
る
お
問
い

合
わ
せ
先
】
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証
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の
発
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に
つ
い
て

【
実
施
時
期
】

体
制
か
整
い
し
た
い
実
施
。
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神
戸
商
工
会
議
所

会

頭

牧

冬

彦

派
な
街
に
復
興
し
、

り
ま
す
。

当
商
工
会
議
所
に
お
き
ま
し
て
は
、
一
月
二
十
日
に
災
害
対
策
本
部

を
設
覆
し
、
会
員
の
皆
様
の
実
態
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
政
府
や

関
係
機
関
に
対
し
緊
急
対
策
の
要
望
な
ど
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
と
こ

ろ
て
あ
り
ま
す
。
被
災
し
た
中
央
、
兵
庫
、
西
神
戸
の
各
支
部
に
替
わ

り
、
ハ
ー
バ
ー
ラ
ン
ド
に
中
部
支
部
を
お
い
て
緊
急
融
資
を
は
じ
め
と
す

る
被
災
事
業
者
の
皆
様
か
ら
の
様
々
な
相
談
に
応
じ
る
体
制
を
整
え
て

お
り
ま
す
。

被
災
か
ら
半
月
あ
ま
り
を
経
過
し
、
あ
ち
こ
ち
か

ら
復
興
に
む
け
た

力
強
い
槌
音
が
響
く
よ
う
に
な
っ
て
参
り
ま
し
た
。

ど
う
か
会
員
の
皆

様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
今
し
は
ら
く
極
め
て
厳
し
い
試
練
が
続
く
こ
と
と

存
し
ま
す
が
、
神
戸
経
済
の
復
興
に
向
け
、
不
屈
の
精
神
を
も

っ
て、

御
尽
力
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
け
ま
す
。

後
世
に
引
き
継
い
て
い
く
こ
と
が
私
逹
の
責
務
て
あ

本
所
て
は
、
こ
の
度
の
阪
神

大
衷
災
に
よ
『
て
壊
威
的
な
り

撃
を
受
け
、
危
機
的
な
扶
況
に

陥
っ
て
い
る
神
戸
を
は
じ
め
と

す
る
阪
神
地
域
の
繹
済
復
腿
ヘ

向
け
、
各
柿
要
却
を
緊
急
に
取

り
ま
と
め
、
関
係
機
閃

へ
建
議

し
た
。

去
る

一
月

一ー
ロ
に
は
、

会
如
か
上
皐
し
、

人
臣
、

※
本
所
か
こ
れ
ま
で
行

っ
た
要

望
は
次
の
通
り
。

●

「
兵
油
県
南
部
地
哀
へ
の
対

応
に
閃
す
る
緊
怠
疫
望
」

（
一

月

一十
―
-11
、
姿
望
先
：．
首
相

蔵
相、

LI
銀
総
絨
他
）

・

「兵
庫
県
内
部
地
震
被
災
企

業
へ
の
支
援
に
閃
す
る
要
詔
」

（
一
月
丁
＇六
門
、
要
望
九、

日
本
開
発
銀
幻）

•

日
叩
県
南
部
地
衷
被
災
企

楽
へ
の
支
援
に
つ
い
て
要
望
ー

（

月
一
十
」
ハ
ロ
、
要
苧
先
：・

商
丁

111合
、
中
小
介
業
合
融
公

庫
、
国
只
金
融
公
四
）

●

「
仄
叩
県
南
沼
地
霞
被
災
企

業
へ
の
支
援
に
つ
い
て
お
願
い
」

（
一
月
ニ
ト
＇ハ
円
、
安
望
先
：

全
国
銀
り
協
会
他
）

●

「
阪
神
人
巌
災
に
伴
う
経
済

復
飩
に
関
す
る
緊
忠
要
咆
」

（

月

ニ
ト
七
口
、
甘
相
、
蔵

相、

地
元
選
山
国
会
議
員
他
）

訂
し
く
は

111小
企
業
振
興
部
ま

で
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検
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試
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二
月
八
日
予
定
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検
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試

険

(
-月
ー
．
一円
予
‘
正
分
）

0
在
季
縞
記
溝
座
（
二
月
上
旬

か
ら
予
定
分
）

詳
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府
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i予りめ企お 町 辛 を 復 朦迎諸手出

！ 兵庫県南部地震中小企業総合相談所の開設 i 鬼]夏書土 t入 旦亨門~ t味輸し浪国次
t 

、 国次たし会官! !あめと披でに 取 て 111」て土官° ‘議や
iる ‘も害はしり参けも庁 ‘こ匡l旦口

！ 国、県、市、説 ―「会議所等の関係団体が一体となって、被災事業者の事業 i 0 迩 I•こ状 ‘た 組 り て 被 次 望 れ の な 銀 閃

＇ ＇ 再開等に関する各稲相談に総合的かつ機動的に対応するため、 ド叫により 三

＇ 次 ‘況今゜みた）J 災官 月 に 女 と 総 係

＇ 
ヽ 要その後 へい全地ら紐幻援に故各

一i「兵庫県南部地震111小企染総合相談所」を設置致しましたので、 ぜひご利用 ’ 望の把と の の域は設しを要 ‘省， ヽ を占握も 姿点支の‘次 ‘強望地の牧

i 下さい。 ！ 

i ；通 学 〇 ＼卜.0月ミ〇 二 金 〇 ナ 0
f . ... _...... _. .... _....... . I伯へ第へを管 ニ ナ新 I繰 ー I 各
t 1. 開設場所神戸市汁斐振輿センター 6階（中央区東川崎町 1-8-4) i教 ー ト ー 枯 岬 円 1 時八り Flへ 年＇ 吾ユ<

i 
、1J 月 九 月っ苔予へ 代 日ので一の

匹 360-3211 I予 I 期七た資走 ー の了某マ凡完
t i 定 •一ーネ1f1 I ら成分 月 賃定礎ス 1-...L
t 
~ 2 開設時間 10: 00~17: 00 （土曜 • R曜も開設）
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経
済
復
興
に
向
け
て
首
相
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関
係
大
臣
な
と
へ
緊
急
要
望

講
座
・
検
定
試
験
な
ど

中
止
の
お
知
ら
せ

(
6
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くくく、I.9酋
l

な
お
、
兵
庫
県
及
ひ
神

戸
市

に
お
い
て
は
一
月
．
一．十

一
円
攻

孔
、
中
小
企
楽
の
災
害
復
旧

の

た
め
の
金
融
支
援
に
つ
い
て
検

討
中
で
す
。

一
、
事
業
主
の
方
々
に
対
す
る

雇
用
調
整
助
成
金
の
特
例
播

置
に
つ
い
て

◎
対
象
事
業
主
は

雇
川
保
険
に
加
入
し
て
い
て
、

神
戸
巾
な
ど
被
災
地
域
内
に
所

在
す
る
宇
業
所
の
事
業
主
の
方
。

◎
支
給
内
容
は

今
回
の
被
災
に
付
い
、
事
業

活
動
の
縮
小
を
余
低
な
く
さ
れ

て
休
業
な
ど
を
行
い
な
が
ら
、

従
文
員
（
一冗
川
保
険

に
加
入
し

て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
）

の
雇
J
維
持
を
図
ら
れ
た
被
災

地
域
内
の
甲
業
土
の
方
に
対
し

て
休
業
手
当
な
と
（
注

一）

に

閃
わ
る
賓
金
負
胆
額
の
一
部

又
企
業
½

、

中
小
企
業
％

（注

一）〕

を
助
成
い
た
し
ま
す
。

（江

一
）
休
業
手
当
は
賃
金
の

60
/
100
以
上
支
給
す
る

こ
と
が
必
要
で
す
。

（江

）
支
給
額
に

つ
い
て
は
、

型
疋
措
繭
に
よ
り
平
成

七
年
三
月
一―
ト

一
円
ま

で
の
間
は
、
人
企
業
％
、

中
小
企
業
％
（
た
だ
し
、

教
育
訓
練
に
つ
い
て
は
、

人
企
業
％
、
中
小
企
楽

％）
。

冗

―-
）
休
業
な
と
の
実
施
に

当
た

っ
て
は
、
実
施
計

両
を
串
前
に
管
轄
玄
定

所
長
に
席
け
て
い
た
だ

く
こ
と
が
必
要
で
す
。

た
だ
し
、

一
月
二
十
三

U
か
ら
一

カ
月
以
内
に

実
施
さ
れ
た
休
業
な
ど

に
つ
い
て
は
、

．
一
月

一

ー
ニ
R
ま
で
に
管
轄
安

定
所
長
に
届
け
出
が
あ
っ

た
場
合
は
、
事
前
屈
け

出
と
し
て
取
り
扱
い
ま

゜
す

6

◎
摺
定
期
間

（対
象
と
な
る
期

問
）
は

平
成
七
年
一
月
し
上

一円
か

ら
平
成
八
年

一
月

ぶ
し

日

ま

で
の

一
年
間
で
す
。

二
、
従
業
員
の
方
々
に
対
す
る

9
,‘
t
 

中
小
企
業
の
災
古
複

ID
の
た

め
に
、
政
府
系
中
小
企
業
金
融

機
閃
、

中
小
介
染
市
楽
団
か
次

表
の
と
お
り
貨
付
眼
度
額
の
別

枠
措
岡
、
貸
付
機
閃
及
ひ
据
置

期
間
の
優
遇
悟
直
な
ど
を
内
容

と
し
て
、
筒
易
か

つ
迅
速
な
融

資
の
取
り
扱
い
を
開
始
し
ま
し

こ
。

t
 ま

た
、
政
府
系
中
小
企
楽
金

融
機
閃
に
お
い
て
は
、
既
往
貨

付
金
の
俄
還
狛
予
に

つ
い
て
も

個
々

の
被
災

1
小
企
業
者
の
実

情
に
応
じ

て
弾
力
的
な
取
り
扱

い
を
行

っ
て
い
ま
す
。

詳
細
に

つ
い
て
は
、
次
表
の

照
会
先
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ

さ
い
。

労
働
省
が
助
成
金
支
給

雇用維持に

機 関 名 中小 企 業金 融公 庫 国 民 金 融公 庁 I均 」： 中 金 l|I 小企業事業団

制 度 名 災宮復 旧 貸付 災 '-［コle! - 貸 1、l令 災 宜復 旧 貸 付 傷病災害時貸付
I 

1. 直接に被害を受けられた

1|J小企業の方

2.取引先等が被災し たため

に、元上の滅少など閲接的

な被害を受けら れた中小企
-・・ 禾lj 用 業のカし

同 左 同 左 小規模企業共済契約者
＼~ ヽただける方 3. 直接又 は間接的に被害を

受 けられた巾小企業のうち

被害の程度がと くに甚大な

方 (1及び3については市

区長等が発行す るり災証 明

書等が必要とな ります。）

別枠 l.5億円
別枠 3,00(）万庄

組合 200億円

貸付限度額 （う ち特別利率分につ いてぱ 組合員 20億I可 500万 円
（同 ）1：）I l, 000万円 （糾合は3,000万円］） （同左）

貸付期 間 10年以内 10年以内
運転資金 10年以内

3年以内 （半年賦）
設備資金 20年以内

据世期 I廿l 2年以内 2年以内 3年以内 な し

年4.9% 
年4.9% (11年 目以降は 5年

| 伯に見直し）
年3.0％ または4.45% 

I年3.0％または4.45% 
貸付利 率 (4年H以降年4.9%) 同 左 年5.0%

(4年目以降年4.9%) 
被害の状況により 、適用利率

被害の状況により 、適用利率
が異なります。

が呉なります。

一i

・中小企業金融公庫
• 国民金融公庫
神戸支）占 む 3414981 ・商工中金 ・商工中金

神戸相談所
明石支店 岱 9124」]4 袖戸支店 fl391-7541 神戸支店 岱 391-7541

む 3624935・4937 
照 会 先 東灘支店 fl(0798)26-9220

・-------- ----------.一• --------.' .一 ー・・ ・ •. - - - . -● ● ●ー・• ---------. --• -. ----- -. -- —· ------ --- ---—•— ---------------------• ------.. —• →一

なお、各機関と もハー バーランドの神戸市産業伽輿センター 6階に設置している 「中小企業総合相談所」 （も 36032JJ) 
において も相談を承 って います。

失
業
給
付
の
特
例
措
置
に
つ

い
て

◎
神
戸
市
等
災
害
救
助
法
の
辿

用
地
域
に
あ
る
車
楽
所
か
披

災
に
よ
り
休
サ
・

廃
止
さ
れ
、

一
時
的
に
離
職
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
一罪
川
保
除
の
披
保
険

者
の
方
は
、
そ
の
離
職
韮
の

市
業
所
に
市
雇
用
さ
れ
る
こ

と
が
予
定
さ
れ
て
い
て
も
、

一
定
要
件
の
卜、

雇
用
保
険

の
栞
本
手
当
の
受
給
が
で
き

ま
す
。

◎
神
戸
市
芍
激
甚
災
吉
地
域
に

あ
る
市
業
所
主
か
披
災
に
よ

り
休
止

・
廃
廿
さ
れ
、
休
業

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
雇
川
保
険

の
被
保
険
者
の
方
は
、
平
成

七
年
一

月
十
七
口
か
ら
平
成

八
年

一
月
ー
六
日
ま
で
の
間
、

雌
職
し
て
い
な
く
と
も

一
定
要

件
の
下
、
一罪
川
保
険
の
括
本

手
当
の
受
給
が
で
き
ま
す
。

三
、
問
い
合
わ
せ
先

神
戸
公
共
職
業
安
定
所

6
3
9
3
.
1
0
7
1
 

渕
公
共
職
楽
安
定
所

6
2
9
1
.
8
6
0
9
 

お
こ
と
わ
り

k
o
B
E
会
議
所
ニ
ュ
ー
ス

一

月
号
は
阪
神
大
腹
災
の
た
め
休

刊
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ご
了
承
下
さ
い
。

事業復興に

会議所ニュースをご利用下さい

次号から会議所ニュースに会員企業の皆様の

事業復興に関する情報交換のページを設けます。

オフィス情報や復郎のための資材など、求めてい

るものや提供できるものの情報を編集部までお寄

せ下さい。

神戸商工会議所経済情報センター

TEL 303-5812 FAX 303-2313 

〒650中央区港島中町 6丁目1番

-------------------------------------------------------------
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